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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚（20）の裏面に固定された固定部材（15）と、
　前記皮膚（20）の裏面と前記固定部材（15）との間で保持される袋状体（14）とを備え
、
　前記袋状体（14）は、前記皮膚（20）の裏面と前記固定部材（15）との間で膨張するこ
とにより前記皮膚（20）を拡張させる組織拡張器において、
　前記固定部材（15）は、前記袋状体（14）から外側へ延びる鍔部（17）を有し、前記固
定部材（15）の鍔部（17）は、前記皮膚（20）の裏面から造成する線維性の被膜（21）が
癒着する癒着部（19）を備え、前記固定部材（15）には、前記癒着部（19）の表面と前記
皮膚（20）の裏面とが隣接するように前記固定部材（15）を前記皮膚（20）に縫い付ける
糸（27）が通る糸孔（26）が形成され、前記固定部材（15）の糸孔（26）は、前記袋状体
（14）が接触する前記鍔部（17）の内周縁部を貫通して形成されていることを特徴とする
組織拡張器。
【請求項２】
　前記固定部材（15）の癒着部（19）は、表面に複数の突起（18）が形成されていること
を特徴とする、請求項１に記載の組織拡張器。
【請求項３】
　前記固定部材（15）の癒着部（19）は、表面に複数の窪み（30）が形成されていること
を特徴とする、請求項１に記載の組織拡張器。
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【請求項４】
　前記癒着部（19）の突起（18）は、基端側から先端側へ向かって断面積が拡大する部分
を少なくとも一部に有する先端部（23）を備えていることを特徴とする、請求項２に記載
の組織拡張器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組織拡張器に関し、特に、組織拡張器を固定する対策に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、皮膚又は軟部組織の欠損部分の再生手術において、欠損部分に移植する皮膚
を人体から採取するのに用いられる組織拡張器が知られている（例えば、特許文献１を参
照）。
【０００３】
　この組織拡張器は、袋状体と注入ポートとチューブとを備えている。チューブを介して
袋状体と注入ポートとが繋がれている。注射器の針を注入ポートに刺し、注射器内の生理
食塩水を注入ポートへ注入すると、生理食塩水が注入ポートからチューブを通じて袋状体
へ送られ、袋状体が膨らむように構成されている。
【０００４】
　１回目の手術で、例えば、顎の皮膚を切開して、顎の皮膚の裏側に組織拡張器を留置す
る。このとき、拡張させたい皮膚の裏側に組織拡張器の袋状体がくるように配置する。そ
の後、組織拡張器を皮膚の裏側に留置させた状態で皮膚を縫い合わせることにより、１回
目の手術が終了する。
【０００５】
　１回目の手術後、注射器を用いて人体外から生理食塩水を組織拡張器の袋状体へ送り、
袋状体を膨らませることにより、顎の皮膚を拡張させる。
【０００６】
　２回目の手術で、この拡張した顎の皮膚を切除すると同時に組織拡張器を除去し、切除
した皮膚を上述した欠損部分に移植する。これにより、欠損部分の再生が図られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１３－５０９２２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の組織拡張器の場合、拡張させたい皮膚の近くに骨等の硬組織がな
いと、皮膚を十分に拡張することができないという問題があった。例えば、腹部、臀部、
又は大腿部は、上述した顎の場合に比べて、皮膚と骨との間の軟部組織が厚い。これらの
部位の皮膚の裏側に組織拡張器を設置した場合、図９に示すように、組織拡張器の袋状体
（100）を膨らませようとしても、皮膚（120）の反発力を受けて袋状体（100）自体が人
体の内側（軟部組織（110）側）へ沈み込んでしまい、皮膚（120）を確実に拡張すること
ができなかった。
【０００９】
　本発明は、従来の前記問題点に鑑みてなされたものであり、皮膚を確実に拡張させるこ
とが可能な組織拡張器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の発明は、皮膚（20）の裏面に固定された固定部材（15）と、前記皮膚（20）の裏
面と前記固定部材（15）との間で保持される袋状体（14）とを備え、前記袋状体（14）は
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、前記皮膚（20）の裏面と前記固定部材（15）との間で膨張することにより前記皮膚（20
）を拡張させる組織拡張器である。
【００１１】
　また、第２の発明は、第１の発明において、前記固定部材（15）は、前記袋状体（14）
から外側へ延びる鍔部（17）を有し、前記固定部材（15）の鍔部（17）は、前記皮膚（20
）の裏面から造成する線維性の被膜（21）が癒着する癒着部（19）を備えている。
【００１２】
　また、第３の発明は、第２の発明において、前記固定部材（15）には、前記癒着部（19
）の表面と前記皮膚（20）の裏面とが隣接するように前記固定部材（15）を前記皮膚（20
）に縫い付ける糸（27）が通る糸孔（26）が形成されている。
【００１３】
　また、第４の発明は、第３の発明において、前記固定部材（15）の糸孔（26）は、前記
袋状体（14）が接触する前記鍔部（17）の内周縁部を貫通して形成されている。
【００１４】
　また、第５の発明は、第２から第４の何れか１つの発明において、前記固定部材（15）
の癒着部（19）は、表面に複数の突起（18）が形成されている。
【００１５】
　また、第６の発明は、第２から第４の何れか１つの発明において、前記固定部材（15）
の癒着部（19）は、表面に複数の窪み（30）が形成されている。
【００１６】
　また、第７の発明は、第５の発明において、前記癒着部（19）の突起（18）は、基端側
から先端側へ向かって断面積が拡大する部分を少なくとも一部に有する先端部（23）を備
えている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、固定部材を皮膚の裏面に固定して、固定部材と皮膚との間に袋状体を
保持させるようにしたので、袋状体が固定部材と皮膚との間で膨らんで皮膚の反発力で人
体の内側へ沈み込もうとする場合でも、その沈み込もうとする袋状体を固定部材で受け止
めて保持することができる。これにより、袋状体を確実に皮膚側へ膨出させることができ
、皮膚を確実に拡張させることができる。
【００１８】
　このように、袋状体が膨らんでも組織拡張器が沈み込まないので、従来の組織拡張器で
は、十分に皮膚を拡張することができなかった部位（皮膚の裏側に比較的に厚い軟部組織
を有する腹部、臀部、又は大腿部等）の皮膚を確実に拡張させることができる。
【００１９】
　また、第２の発明によれば、固定部材に鍔部を設けることにより、体内の異物に反応し
て皮膚の裏面から造成する線維状の被膜が鍔部に癒着しやすくなり、この被膜を介して皮
膚の裏面に固定部材をしっかりと固定することができる。
【００２０】
　また、第３の発明によれば、固定部材に糸孔を形成することにより、糸孔に糸を通して
、鍔部の癒着部の表面と皮膚の裏面とが隣接するように固定部材を皮膚に縫い付けること
ができるようになり、上述した繊維状の被膜がしっかりと鍔部に癒着するまでの間、固定
部材を皮膚に仮止めすることができる。また、被膜が鍔部にしっかりと癒着していない状
態で袋状体を膨らませてしまった場合において、組織拡張器の沈み込みを防止することが
できる。
【００２１】
　また、第４の発明によれば、鍔部の内周縁部に糸孔を配置することにより、糸孔に糸を
通して固定部材を皮膚に縫い付けるとき、鍔部の内周縁部に皮膚を引き寄せることができ
る。これにより、被膜を鍔部の内周縁部にも確実に癒着させることができる。仮に、被膜
が鍔部の外周縁部にしか癒着していなかったとすると、被膜が内周縁部まで癒着している
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場合に比べて、癒着部分と袋状体との隙間が大きくなる。隙間が大きくなればなるほど、
袋状体が膨らんだときに袋状体の周囲の皮膚が袋状体側へ引き寄せられてしまい、皮膚が
十分に拡張されなくなる。本発明によれば、癒着部分と袋状体との隙間を小さくすること
ができるので、袋状体が膨らんだときに皮膚を十分に拡張することができる。
【００２２】
　また、第５の発明によれば、鍔部に突起を形成することにより、鍔部の癒着面を拡大さ
せることができ、突起がない場合に比べて、より多くの被膜を癒着させることができる。
また、複数の突起を設けることにより、被膜を突起と突起との隙間に入り込ませることが
できる。隙間に入り込んだ被膜は抜けにくいため、固定部材を皮膚により強く固定させる
ことができる。
【００２３】
　また、第６の発明によれば、鍔部に窪み部を形成することにより、上述した突起と同様
に、鍔部の癒着面を拡大させることができる。また、窪みの内部に入り込んだ被膜は抜け
にくいため、固定部材を皮膚により強く固定させることができる。
【００２４】
　また、第７の発明によれば、突起の先端を基端よりも大きくすることにより、線維性の
被膜が突起に引っかかりやすくすることができ、固定部材を皮膚により一層強く固定させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態の組織拡張器を示し、（Ａ）が平面図であり、（
Ｂ）が側面図である。
【図２】図２は、組織拡張器の鍔部の突起を示す図である。
【図３】図３は、組織拡張器を皮膚の裏側の皮下ポケットに留置した状態を示す図である
。
【図４】図４は、皮膚の被膜が組織拡張器の鍔部の突起に癒着した状態を示す図である。
【図５】図５は、組織拡張器が膨らんだときの皮膚の状態を示す図である。
【図６】図６は、本発明の一実施の形態の変形例１の組織拡張器の平面図である。
【図７】図７は、本発明の一実施の形態の変形例１の組織拡張器が膨らんだときの皮膚の
状態を示す図である。
【図８】図８は、本発明の一実施の形態の変形例２の組織拡張器の窪み付近の断面図であ
る。
【図９】図９は、従来の組織拡張器が皮膚と軟部組織との間で膨らんだときの皮膚の状態
を示す図である。
【図１０】図１０は、従来の組織拡張器が皮膚と硬組織との間で膨らんだときの皮膚の状
態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の一実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２７】
　本発明の実施形態に係る組織拡張器（10）は、皮膚又は軟部組織の欠損部分の再生手術
において、欠損部分に移植する皮膚を人体から採取するために用いられるものである。こ
の組織拡張器（10）は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示すように、本体部（11）、注入ポ
ート（12）、及びチューブ（13）を備えている。これらは全てシリコン製である。これら
は別体で構成され、組織拡張器（10）として使用する際に、本体部（11）と注入ポート（
12）とをチューブ（13）で繋いで組み立てる。
【００２８】
　本体部（11）は、袋状体（14）と、固定部材としての底板（15）とを備えている。袋状
体（14）は、一方向へ伸縮自在な筒部（16a）を備えている。筒部（16a）の両端開口部は
、筒部（16a）の伸縮方向に対向する一対の面（16b,16c）により閉塞されている。一対の
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面（16b,16c）のうち一方の面（16c）に底板（15）が固定されている。他方の面（16b）
は、袋状体（14）が膨らんだときに皮膚の裏面を押す押圧面となる。
【００２９】
　底板（15）は、平面視で丸みを帯びた四隅を有する形状である。また、底板（15）は、
平面視で袋状体（14）よりも大きく形成されている。底板（15）の表面の略中央部に袋状
体（14）が固定されている。そして、底板（15）の中央部よりも外周側の部分が鍔部（17
）である。この鍔部（17）には、複数の突起（18）を備えた癒着部（19）が形成されてい
る。
【００３０】
　この癒着部（19）の表面には、組織拡張器（10）を皮膚（20）の裏側に留置したときに
人体内の異物（組織拡張器（10））に反応して皮膚（20）の裏面から造成する線維状の被
膜（21）が癒着する。底板（15）は、この癒着部（19）を介して皮膚（20）の裏面にしっ
かりと固定される。
【００３１】
　また、癒着部（19）の突起（18）は、図２に示すように、円柱部（22）と、円柱部（22
）の端面から連続して形成され且つ基端側から先端側へ行くに従って断面積が拡大する先
端部（23）とを備えている。この先端部（23）の外周面は略円錐状に形成され、先端部（
23）の先端側の端面は円形である。複数の突起（18）は、各々の先端部（23）同士が接触
しないように互い間隔を開けて配置されている。先端部（23）同士を接触させてしまうと
、繊維状の被膜（21）が突起（18）間に入り込みにくくなるからである。
【００３２】
　また、底板（15）は、組織拡張器（10）を一定期間体内に留置したときに、底板（15）
の裏面と人体内組織の表面とがフィットするくらいの柔らかさである。これにより、底板
（15）と人体内組織との間に死腔が形成されず、死腔による感染の危険性を小さくするこ
とができる。但し、底板（15）が柔らかすぎると、袋状体（14）が膨らんだときに変形し
てしまうので、底板（15）は、袋状体（14）が膨らもうとするときの皮膚（20）の反発力
に対して変形しない程度の柔らかさに設定されている。底板（15）は、その弾性係数が皮
膚（20）の弾性係数よりも小さく硬いのが好ましい。
【００３３】
　また、底板（15）には、中央部を貫通して袋状体（14）の内部に開口する差込口（40）
が形成されている。チューブ（13）の一端が差込口（40）に挿入固定される。チューブ（
13）の他端は、注入ポート（12）の底部に形成された差込口（41）に挿入固定される。こ
の注入ポート（12）は、直径２ｃｍ程度の半球状に形成されている。この注入ポート（12
）の半球面に注射器の針を刺しても、注射器内の生理食塩水が注入ポート（12）から外側
へ漏れ出さない構造になっている。注射器から注入ポート（12）へ送られた生理食塩水は
、チューブ（13）を通じて袋状体（14）の内部へ注入される。
【００３４】
　（組織拡張器を用いた再生手術）
　次に、組織拡張器（10）を用いた再生手術について説明する。
【００３５】
　まず、腹部の皮膚（20）を切開して皮下を剥離して皮膚（20）の裏側に皮下ポケット（
24）を形成する。次に、組織拡張器（10）を組み立てた後に組織拡張器（10）の動作確認
を行う。その後、図３に示すように、袋状体（14）が収縮した状態の組織拡張器（10）を
皮下ポケット（24）に配置する。このとき、組織拡張器（10）の袋状体（14）の押圧面が
皮膚（20）の裏面に対向するように配置する。そして、切開した皮膚（20）を縫い合わせ
ることにより１回目の手術が終了する。
【００３６】
　１回目の手術後、人体内の異物に反応して皮膚（20）の裏面から繊維状の被膜（21）が
鍔部（17）へ向かって造成される。そして、被膜（21）が鍔部（17）の癒着部（19）に癒
着する。このように、袋状体（14）の外側に鍔部（17）を形成することにより、被膜（21
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）が鍔部（17）に癒着しやすくなり、この被膜（21）を介して皮膚（20）の裏面に底板（
15）を固定させることができる。
【００３７】
　また、癒着部（19）の突起（18）により、癒着部（19）の表面積が拡大し、より多くの
被膜（21）を癒着させることができる。これにより、皮膚（20）の裏面に底板（15）をし
っかりと固定させることができる。また、手術後１ヶ月程度で、図４に示すように被膜（
21）が癒着部（19）の表面の突起（18）と突起（18）との間に入り込む。隙間に入り込ん
だ被膜（21）は抜けにくいため、底板（15）を皮膚（20）の裏面に、より強く固定させる
ことができる。また、癒着部（19）の突起（18）の先端を先端部（23）によって拡大させ
ることにより、被膜（21）が突起（18）に引っかかり易くなり、底板（15）を皮膚（20）
に、より一層強く固定させることができる。
【００３８】
　尚、この突起（18）の形状は、被膜（21）が引っかかり易い形状がよいが、引っかかり
の度合いが強すぎると、後述する２回目の手術の終了後に皮膚（20）の裏面から組織拡張
器（10）を取り外しにくくなる。この突起（18）は、鍔部（17）と同様にシリコン製で形
成されている。組織拡張器（10）を引っ張ったとき、突起（18）が変形して組織拡張器（
10）が取り外し易くなる形状が好ましい。具体的には、突起（18）の円柱部（22）の高さ
（図２のｈ）が６～７ｍｍ、円柱部（22）の直径（図２のｄ1）が２～３ｍｍ、先端部（2
3）の先端面の直径（図２のｄ2）が５ｍｍのものがよい。また、本実施の形態では、先端
部（23）の外周面（35）を円錐面とすることにより、皮膚（20）の裏面から組織拡張器（
10）を取り外し易くしている。
【００３９】
　その後、腹部に注射器の針を刺して、組織拡張器（10）の注入ポート（12）に針の先端
を挿入させる。そして、注射器内の生理食塩水を注入ポート（12）からチューブ（13）を
通じて袋状体（14）へ注入することにより、袋状体（14）を膨らませる。この注入作業は
、月２回程度行われる。
【００４０】
　注入作業が終了すると、図５に示すように、膨らんだ袋状体（14）により腹部の皮膚（
20）が拡張する。従来の組織拡張器（10）は固定部材を備えていないので、袋状体（14）
を膨らませたときに、組織拡張器（10）が内側に沈みこんでしまい、皮膚（20）を十分に
拡張することができなかったが（図９を参照）、本実施形態の組織拡張器（10）は、固定
部材としての底板（15）を皮膚（20）の裏面に固定して、底板（15）と皮膚（20）との間
に袋状体（14）を保持させるようにしたので、袋状体（14）が底板（15）と皮膚（20）と
の間で膨らんで皮膚（20）の反発力で人体の内側へ沈み込もうとする場合でも、その沈み
込もうとする袋状体（14）を底板（15）で受け止めて保持することができる。これにより
、袋状体（14）を確実に皮膚（20）側へ膨出させることができ、皮膚（20）を確実に拡張
させることができる。
【００４１】
　２回目の手術で、腹部の拡張した皮膚（20）を切除する。この切除した皮膚（20）を欠
損部分に移植する。そして、皮下ポケット（24）から組織拡張器（10）を取り出す。ここ
で、組織拡張器（10）の鍔部（17）の突起（18）は弾力性のあるシリコンで形成されてい
るので、ある程度の力で引っ張ると、その引張力によって突起（18）が変形することによ
り、皮膚（20）の裏面から組織拡張器（10）を容易に取り外すことができる。その後、切
開した部分の皮膚（20）と皮膚（20）を縫い合わせることにより、再生手術が終了する。
【００４２】
（一実施の形態の変形例１）
　図６に示す変形例１の組織拡張器（10）は、上述した一の実施の形態とは違い、底板（
15）の鍔部（17）に複数の糸孔（26）が形成されている。この糸孔（26）に糸（27）を通
して、鍔部（17）の癒着部（19）の表面と皮膚（20）の裏面とが隣接するように底板（15
）を皮膚（20）に縫い付けることができるようになり、上述した繊維状の被膜（21）がし
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っかりと鍔部（17）に癒着するまでの間、底板（15）を皮膚（20）に仮止めすることがで
きる。また、被膜（21）が鍔部（17）にしっかりと癒着していない状態で袋状体（14）を
膨らませてしまった場合において、組織拡張器（10）の沈み込みを防止することができる
。
【００４３】
　尚、再生手術の１回目の手術の際には、皮膚（20）を切開した後に、皮膚（20）の裏面
に糸（27）をかけておき、組織拡張器（10）を皮下ポケット（24）に配置した後に、その
糸（27）を鍔部（17）の糸孔（26）に通して組織拡張器（10）を固定する。
【００４４】
　また、変形例１では、糸孔（26）を鍔部（17）の内周縁部に配置するようにした。具体
的には、一対の糸孔（26）が６つ、内周縁部の周方向に間隔を開けて配置されている。尚
、糸孔（26）の個数は単なる例示であり、その個数を限定するものではない。
【００４５】
　このように、鍔部（17）の内周縁部に糸孔（26）を配置することにより、糸孔（26）に
糸（27）を通して固定部材を皮膚（20）に縫い付けるとき、鍔部（17）の内周縁部に皮膚
（20）を引き寄せることができる。これにより、被膜（21）を鍔部（17）の内周縁部にも
確実に癒着させることができる。
【００４６】
　仮に、被膜（21）が鍔部（17）の外周縁部にしか癒着していなかったとすると、被膜（
21）が内周縁部まで癒着している場合に比べて、癒着部分と袋状体（14）との隙間（図５
のＳを参照）が大きくなる。隙間（Ｓ）が大きくなればなるほど、袋状体（14）が膨らん
だときに袋状体（14）の周囲の皮膚（20）が袋状体（14）側へ引き寄せられてしまい、皮
膚（20）が十分に拡張されなくなる。
【００４７】
　これと似た状態は、従来の組織拡張器の袋状体（100）を硬組織（130）の上側に置いて
膨らませた場合にも生じる（図１０を参照）。従来の組織拡張器の場合、硬組織（130）
の上側に置かれているので沈み込みはないが、袋状体（100）の周囲の皮膚（120）が袋状
体（100）側へ引き寄せられてしまい、皮膚（120）が十分に拡張されない。
【００４８】
　変形例１によれば、図７に示すように、被膜（21）の癒着部分と袋状体（14）との隙間
（Ｓ）を狭くすることができるので、袋状体（14）が膨らんだときに皮膚（20）を十分に
拡張させることができる。
【００４９】
（一実施の形態の変形例２）
　図８に示す変形例２の組織拡張器（10）は、一実施の形態及び変形例１の組織拡張器（
10）の鍔部（17）の突起（18）に代わって、窪み（30）が形成されている。これにより、
癒着部（19）の表面積を拡大して、より多くの被膜（21）を癒着部（19）に癒着させるこ
とができる。この結果、皮膚（20）の裏面に底板（15）をしっかりと固定させることがで
きる。また、窪み（30）の内部に被膜（21）が入り込むことにより、被膜（21）が窪み（
30）から抜けにくくなるため、底板（15）を皮膚（20）の裏面により強く固定させること
ができる。
【００５０】
　また、この窪み（30）は、その内径が底側へ行くに従って大きくなる拡大部（31）を有
している。これにより、被膜（21）が拡大部（31）の内面に引っかかって外れにくくなり
、底板（15）を皮膚（20）の裏面により一層強く固定させることができる。
【００５１】
（その他の実施の形態）
　一実施の形態及び変形例１又は２では、組織拡張器（10）を腹部に配置したが、これに
限定されず、拡張させたい皮膚（20）の近くに骨等の硬組織がない部位、例えば大腿部、
臀部又は乳房等に配置してもよい。この場合であっても、組織拡張器（10）を沈み込ませ
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ることなく皮膚（20）を確実に拡張させることができる。
【００５２】
　また、一実施の形態及び変形例１又は２では、組織拡張器（10）を腹部に配置したが、
これに限定されず、拡張させたい皮膚（20）の近くに骨等の硬組織がある部位に設置して
もよい。この場合であっても、従来の組織拡張器（10）に比べて、被膜（21）の癒着部分
と袋状体（14）との隙間（Ｓ）を狭くすることができるので、袋状体（14）が膨らんだと
きに皮膚（20）を十分に拡張させることができる。
【００５３】
　また、一実施の形態及び変形例１又は２では、袋状体（14）へ生理食塩水を注入するこ
とにより膨らませていたが、これに限定されず、袋状体（14）が時間の経過とともに自己
膨張するものであってもよい。この場合であっても、固定部材と皮膚（20）の間に袋状体
（14）を保持することができ、袋状体（14）の膨張によって皮膚（20）を十分に拡張させ
ることができる。
【００５４】
　また、一実施の形態及び変形例１又は２では、袋状体（14）の膨らんだ形状が筒状のも
のであったが、これに限定されず、その膨らんだ形状が半球状、涙滴状、三日月状のもの
であってもよい。また、袋状体（14）の側周壁が蛇腹状のものでもよい。蛇腹の数は、１
つ又は複数であってもよい。
【００５５】
　また、一実施の形態及び変形例１では、組織拡張器（10）の鍔部（17）の突起（18）の
先端部（23）の外周面（35）が円錐状になっていたが、これに限定されず、基端側から先
端側へ向かって断面積が拡大する部分を全体又は一部に有するものであればよく、例えば
、球状、又は半球状であってもよい。この場合でも、被膜（21）が突起（18）に引っかか
って易くなって、底板（15）を皮膚（20）により一層強く固定させることができる。
【００５６】
　また、変形例２では、鍔部（17）に窪み（30）を設けて、癒着部（19）の表面積を拡大
させたが、これに限定されず、例えば、窪み（30）に代えて貫通孔を形成することにより
、癒着部（19）の表面積を拡大させてもよい。
【００５７】
　尚、上述した実施の形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あ
るいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　以上、説明したように、本発明は、組織拡張器（10）に関し、特に、組織拡張器（10）
を固定する対策について有用である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　　組織拡張器
　１１　　本体部
　１２　　注入ポート
　１３　　チューブ
　１４　　袋状体
　１５　　底板（固定部材）
　１７　　鍔部
　１８　　突起
　１９　　癒着部
　２０　　皮膚
　２１　　被膜
　２３　　先端部
　２６　　糸孔
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